
令和３年度 沖縄県障害者自立支援協議会 
 

日時：令和４年１月26日（水）09:30～12:00 

場所：オンライン開催（事務局：県庁14階商工労働部会議室） 

 

会次第 

１ 報告事項 

１）各圏域における令和３年度活動報告 

 (1) 北部圏域の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 09 

   (2) 中部圏域の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

   (3) 南部圏域の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

   (4) 宮古圏域の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

   (5) 八重山圏域の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

 

２）各部会の令和３年度活動報告 

(1) 相談支援・人材育成部会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・ 23 

     (2) 療育・教育部会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

     (3) 就労支援部会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

     (4) 権利擁護部会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

     (5) 住まい・地域支援部会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

 

２ 協議事項 

(1) 沖縄県相談支援専門員人材育成ビジョンの策定について・・・・・ 47 

(2) 令和４年度沖縄県障害者自立支援協議会再編案について・・・・・ 56 

(3) 第5次沖縄県障害者基本計画の策定について・・・・・・・・・・ 61 

 

３ 意見交換等  

    

【関連資料】※別冊 

① 障害者手帳の交付状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 02 

 ② 障害福祉サービスの内容と利用者数・・・・・・・・・・・・・・ 03 

 ③ 障害福祉サービス事業所数の推移・・・・・・・・・・・・・・・ 04 

 ④ 計画相談実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 05 

⑤ 基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等の整備状況・・・・ 06 

 ⑥ 相談支援体制の実態把握に係るアンケート調査・・・・・・・・・ 08 

 ⑦ 医療的ケア児の支援体制（医療的ケア児の人数、 

協議の場の設置状況、コーディネーター配置状況）・・・・・・・  61 

    ⑧ 共生社会の構築（沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい 

      社会づくり条例に基づく施策推進/虐待防止の推進）・・・・・・・ 62 

        ⑨ 美ら島沖縄文化祭２０２２・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65 



 

【名簿・要綱等】 
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沖縄県障害者自立支援協議会運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律    

（平成17年法律第123号）第89条の３第１項の規定に基づき設置する会合の運営に関

して必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項に定める会合は、県内の障害児・者及びその家族に対する支援体制の整備に

向け、主導的役割を担う協議の場として、意見等を聴取する。 

 

（会合の名称） 

第２条 前条に規定する会合は、沖縄県障害者自立支援協議会（以下「協議会」とい

う。）と称する。 

 

（意見等聴取事項） 

第３条 県は、協議会の構成員となる者から、次に掲げる事項に関することについて

意見等を聴取する。 

(1) 県内の地域自立支援協議会単位ごとの支援体制の整備方策に関すること。 

(2) 相談支援従事者の人材確保・養成方法（研修会のあり方を含む）に関すること。 

(3) 専門的分野における支援方策に関すること。 

(4) 市町村基幹相談支援センター等機能強化事業及び沖縄県相談支援体制整備事

業に関すること。 

(5) 沖縄県全域における関係機関の連携強化、社会資源開発・改善に関すること。 

(6) その他権利擁護の普及に関すること等。 

 

（構成員） 

第４条 協議会の構成員は 20名以内で、次の各号に掲げる者から構成する。 

(1) 相談支援事業者 

(2) 障害福祉サービス事業者 

(3) 保健・医療関係者 

(4) 教育・雇用関係者 

(5) 企業・不動産関係事業者 

(6) 障害者関係団体の代表者 

(7) 障害者等及びその家族 

(8) 市町村 

(9) 学識経験者 

(10) その他子ども生活福祉部長が必要と認める者 

 

（期間） 

第５条 前条の規定により決定された者から第３条の規定に関する意見等を聴取する

期間は、２年とする。  

２ 構成員は、再任することができる。 

 

（会合の開催） 

第６条 協議会の開催は、子ども生活福祉部長が通知する。 
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（議事進行） 

第７条 協議会の議事進行は、子ども生活福祉部長が行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、子ども生活福祉部長は協議会の議事進行を担当する者

を指名し、当該者に協議会の議事進行を依頼することができる。 

 

（部会） 

第８条 協議会は必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会の設置及び運営に必要な事項は、障害福祉課長が別に定める。 

 

（個人情報の保護） 

第９条 協議会の委員、協議会及び部会に出席した者は、協議会において知り得た個

人情報を他に漏らしてはならない。  

 

（庶務） 

第 10条 協議会の運営にあたり必要となる庶務は、障害福祉課において行う。 

 

（補則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、子ども生

活福祉部長が定める。 

 

      附 則 

  この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、平成 26年２月 21日から施行する。（部長決裁） 

 

附 則 

  この要綱は、平成 26年４月３日から施行する。（部長決裁） 
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沖縄県障害者自立支援協議会部会設置要領 

平成26年４月４日制定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、沖縄県障害者自立支援協議会運営要綱（以下「運営要綱」という。）

第８条に基づき、沖縄県障害者自立支援協議会（以下「協議会」という。）における協議

を円滑かつ効率的に推進するために設置する部会の組織及び運営に関し、必要な事項を定

める。 

 

（名称及び所掌事項） 

第２条 部会の名称及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 

名称 所掌事務 

相談支援・人材育成部会 相談支援の質の向上、相談支援専門員等の人材育成

の検討 

療育・教育部会 障害児者の療育及び教育の課題の検討等 

就労支援部会 就労支援の課題の検討等 

住まい・地域支援部会 住まい及び地域生活の課題の検討等 

権利擁護部会 障害児者の権利擁護の課題の検討等（障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律（平成25年法

律第26号）第17条に規定する障害者差別解消支援

地域協議会の事務を含む） 

 

（役員） 

第３条 部会に部会長及び副部会長をおき、部会を構成する者（以下「部会員」という。）

の互選によってこれを定める。 

２ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

３ 部会長に事故がある時は、副部会長がその職務を代理する。 

 

（部会員） 

第４条  部会員は、運営要綱第４条に掲げる者、沖縄県障害者等相談支援体制整備事業によ

る専門職員及びそれらの者が推薦した者のうちから、障害福祉課長が依頼する。 

２ 部会員は、必要に応じて、次条で定める会議に部会員以外の者の出席を求め、部会長の

許可を得て、部会員以外の者の意見又は説明を聴くことができる。 

 

（会議） 

第５条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会及び障害福祉課長は、部会に対し、協議会での協議に必要な専門的事項等につい

て、協議を求めることができる。 

３ 部会は、市町村協議会、障害者自立支援連絡会議等と連携を図るものとする。 

４ 部会の活動計画は、協議会の承認を得るものとし、部会の活動内容は、協議会へ報告す

るものとする。ただし活動計画に関し急施を要する場合で協議会を開くいとまがないとき

は、活動内容の報告のときの同意をもって協議会の承認に代えることができる。 

 

（秘密の保持） 

第６条 部会員及び構成員は、会議等を通じて知り得た秘密について、他に漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も同様とする。 
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（任期） 

第７条 第４条の規定により決定された者の任期は、２年とする。  

２ 部会員は、再任することができる。 

 

（庶務） 

第８条 部会の庶務は、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

１ この要領は、平成26年4月4日から施行する。 

 

附則 

１ この要領は、平成28年４月15日から施行する。 

 

5



任期 再任・新規 分野 委員名 所属・職名 障害種別等

1
R3.1.1～
R4.12.31

再任 相談支援事業者 伊波　剛
社会福祉法人　五和会
地域生活支援事業所　うむさぱる
相談支援専門員

相談支援

2
R3.1.1～
R4.12.31

新規 相談支援事業者 玉那覇　奈々
(福)ハイジ福祉会グリーンホーム
相談支援事業所PONT　相談支援専門員

相談支援

3
R3.1.1～
R4.12.31

再任 障害福祉サービス事業者 小浜　ゆかり NPO法人わくわくの会　さぽーとせんたーi　所長 身体障害、児童

4
R3.1.1～
R4.12.31

再任 保健・医療関係者 高良　幸伸 沖縄中部療育医療センター　院長 児童・発達障害

5
R3.1.1～
R4.12.31

（推薦） 保健・医療関係者 山城　涼子
医療法人 晴明会 糸満晴明病院 地域医療部リハビリ部
長
【（一社）精神保健福祉士協会　副会長】

精神障害

6
R3.1.1～
R4.12.31

新規
（推薦）

教育・雇用関係機関 瀬長　忍 県立那覇特別支援学校　校長 行政（教育）

7

R3.10.12
（承諾
日）～

R4.12.31

新規
（役職指
定）

教育・雇用関係機関 濱元　伸 県教育庁県立学校教育課　主任指導主事 行政（教育）

8
R3.1.1～
R4.12.31

再任
（役職指
定）

教育・雇用関係機関 名倉　彰子 沖縄障害者職業センター 所長 行政（雇用）

9
R3.1.1～
R4.12.31

新規 教育・雇用関係機関 阿部　慎哉
南部地区障がい者就業・生活支援センターブリッジ
センター長

雇用

10
R3.1.1～
R4.12.31

再任 障害者等及びその家族 田中　寬 沖縄県手をつなぐ育成会　会長 知的障害

11
R3.1.1～
R4.12.31

再任 障害者等及びその家族 上里　一之 ピアサポートセンターほると　ピアサポーター 身体障害

12
R3.1.1～
R4.12.31

再任
（推薦）

障害者関係団体の代表者 増山　幸司 沖縄県精神保健福祉連合会　理事 精神障害

13
R3.1.1～
R4.12.31

再任
（役職指
定）

市町村 兼城　安史 沖縄市障がい福祉課　課長 行政（市町村）

14
R3.1.1～
R4.12.31

新規
（役職指
定）

市町村 狩俣　博幸 宮古島市障がい福祉課　課長 行政（市町村）

15
R3.1.1～
R4.12.31

再任 学識経験者 島村　聡 沖縄大学　教授 教育（福祉）

16
R3.1.1～
R4.12.31

再任 圏域アドバイザー 安村　勤
(特非)名護市障がい者関係団体協議会
地域生活支援センターウェーブ　所長

北部圏域
アドバイザー

17
R3.1.1～
R4.12.31

再任 圏域アドバイザー 津波古　悟 （一社）人文福祉会　代表理事
中部圏域
アドバイザー

18
R3.1.1～
R4.12.31

再任 圏域アドバイザー 溝口　哲哉 （特非）おきなわ障がい者相談支援ネットワーク理事長
南部圏域
アドバイザー

19
R3.1.1～
R4.12.31

再任 圏域アドバイザー 下地　晃次 （特非）マーズ　くこりもや相談支援センター
宮古圏域
アドバイザー

令和3年度　沖縄県障害者自立支援協議会　委員名簿
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ン
タ
ー
（地
域
生
活
支
援
事
業
）

○
沖
縄
県
障
害
者
施
策
推
進

協
議
会

（障
害
者
基
本
法
36
①
）

※
各
圏
域
ご
と
の
課
題
等
を
協
議
、情
報
共
有

圏
域
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

連
絡
会
議

（
地
域
生
活
支
援
事
業
）

○
沖
縄
県
居
住
支
援
協
議
会

（住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
法
51
①
）

a
.虐
待
防
止
ワ
ー
キ
ン
グ

（意
思
決
定
支
援
ワ
ー
キ
ン
グ
）

f.
強
度
行
動
障
害
ワ
ー
キ
ン
グ

a
.地
域
移
行
・定
着
ワ
ー
キ
ン
グ
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１．北部圏域（北部福祉事務所）

部会
名等

取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

2）圏域連絡会議にて
市町村担当者（新任）
の制度・仕組等情報の
得られる場が必要では
ないか、提案ある。

市町村担当者（新任）
制度・仕組等情報の得られる機会が
少ない。
〇フォローアップ連絡会に組み入れ
た。

フォローアップ連絡会の開催
     ↓
(1)目的：相談支援専門員のスキルUP
（ケアマネジメント強化）、情報の共有、連携強化、サー
ビス等利用計画作成に関することなど
(2) 対象者：市町村職員・圏域内相談支援専門員等
(3) 開催日：令和３年６月２日（水）14：00～16：00
（ZOOM開催）
(4)講師： 南部圏域AD溝口哲哉氏
沖縄県障害福祉課 仲村美幸氏
(5)参加者：北部福祉事務所 市町村 委託相談
指定特定相談支援事業所
(6)内容： ①相談支援専門員関連法定研修
②自立支援協議会及び相談支援体制強化に向けた取り組み
について
③地域生活支援拠点等について
④新型コロナウイルス感染症対策

3)サービス管理責任者
連絡会
サービス管理責任者の
ネットワーク構築

平成27 年９月沖縄県障害者自立支援協
議会 相談支援・人材育成部会（主
管：ケアマネワーキング）
「相談支援体制の充実のための取組と
提言」より
・サービス管理責任者は、対外的なこ
と、事業所内部の調整等々、日々迷い
ながら努めていることや、相談ができ
ず一人で抱え込んでしまう等あり、
スーパーバイズが必要。
・支援現場からの情報収集が難しい。
・業務の整理が難しい。個別支援計画
をじっくり作成する時間が取れない。
北部圏域においてもサービス管理責任
者の支援スキル資質の向上、ネット
ワーク構築が必要との声があり、平成
28年7月よりサービス管理責任者連絡会
準備会を月/1回開催。

⑴サービス管理責任者連絡会
目的：サービス管理責任者の支援スキル資質の向上、ネッ
トワーク構築を目的に連絡会開催。
開催：２ケ月／１回程度
参加者：北部福祉事務所圏域の委託相談支援事業所、圏域
AD、サービス管理責任者（各分野より）就労 ＧＨ 入所
児童分野より招聘

⑵サービス管理責者研修会
開催日：８月４日（水）14：00～16：30（ZOOM）
内容：①新型コロナウイルス感染防止対策に関する研修
   ②沖縄県の取組について
講師：①北部保健所（主任保健師）玉城浩江氏
講師：②沖縄県障害福祉課 仲村美幸氏
  ※当初は北部園域のみで行う予定であった
   近々の課題であるため他圏域も参加可能
   にするため本庁事業にて開催となる。

サービス管理責任者の資質の向上・
ネットワークの構築について話し合う
テーブルづくり
   ↓

感染対策に関する研修会の必要性

①
相
談
部
会

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

１相談支援従事者等研修会の開催
      ↓
(1) 圏域の障害者支援に関わる関係者
に対する研修。他圏域アドバイザーへ協力依頼。
目的：支援者のスキルUP（ケアマネジメント強化）、情報
の共有、連携強化など研修会実施
◎第1回
日時：令和３年７月13日(火)14:00～16:00（ZOOM開催）
参加者：圏域相談支援専門員、サービス管理責任者等(49名
参加)
【講義１】相談支援専門員 サービス管理責任者の研修に
ついて
 講師：南部圏域AD 溝口哲哉氏
【講義２】ケアマネジメント基礎編 「ニーズってな～
に？」
 講師： 中部圏域AD 津波古悟氏
◎第２回
日時：令和３年11月24日(水)14:00～16:00（ZOOM開催）
参加者：圏域相談支援専門員、サービス管理責任者、市町
村職員等(53名参加)
【講義１】意思決定支援について
 講師：南部圏域AD溝口哲哉氏
【講義２】ケアマネジメントプロセスの再確認
 講師：中部圏域AD津波古悟氏

１ 人材育成
(1) 相談支援専門員のフォローアップ
(2)資質向上・質の担保
(3)効果的な研修会の企画・開催

２ 地域づくり
自立支援協議会の運営
自立支援協議会を活性化、その他

３ 地域生活支援拠点について

1）相談支援専門員人
材育成・資質向上

相談支援体制について
〇サービス等利用計画の作成の等
・新規に利用を希望する方の計画作成
受入が困難もしくは時間がかかる
・相談支援専門員の資質の向上が必須
（人材育成・ネットワーク構築）
上記踏まえ資質向上を目指す。

行政機関・相談支援事業所・サービス
提供事業所、医療機関、他障害者の相
談に関わる方のスキルup
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１．北部圏域（北部福祉事務所）

部会
名等

取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

①
相
談
部
会

4)自立支援連絡会議
事務局会議

相談支援専門員人材育
成・資質向上

相談支援専門員のフォ
ローアップ（一人事業
所の支援）

感染対策とZOOM等活用した、研修等
の開催

5)地域移行・地域定着
支援ワーキング

１地域移行・地域定着支援ワーキング コア会議

① 開催日：令和３年５月25日（火）11：00～
場 所：北部保健・福祉合同庁舎
参加者:委託相談 圏域AD、北部保健所
内 容：県より市町村へ事例報告の依頼ある等共有する。

② 開催日：令和３年９月22日(水)11：00～(ZOOM)
参加者:委託相談 圏域AD 北部保健所
内 容:地域移行・地域定着支援に関する
協議の場 市町村1事例の提出について

③ 開催日：令和３年10月26日(火)11：00～(ZOOM)
   参加者：委託相談 圏域AD 北部保健所
 内 容:地域移行・地域定着支援に関する協議の場、市町村
事例・取組の紹介、意見交換
 
２ 地域移行・地域定着支援ワーキング
開催日：令和３年11月25日(木)14：00～16：00(ZOOM)
参加者：名護市 本部町 今帰仁村 国頭村 大宜味村
東村 伊江村 名桜大 訪問看護ステーションデュ－ン
委託相談支援事業所 琉球病院 宮里病院 本部記念病
院、北部保健所
内 容:市町村より事例の報告、北部管内の在院者数につい
て、意見交換

・地域移行に関る事業推進
①地域における医療と福祉の連携体制
整備

上記踏まえ資質向上を目指す。

行政機関・相談支援事業所・サービス
提供事業所、医療機関、他障害者の相
談に関わる方のスキルup

１ 定期的毎月開催 年/12回
北部福祉事務所地域福祉班、委託相談支援事業所、圏域ア
ドバイザー、コーディネーター

北部圏域相談支援専門員連絡会
目的：管内の相談支援専門員のスキルアップ及び連携の強
化を目的に実施
対象：管内の相談支援専門員
開催日程：年２～３回
◎第1回
開催日：４月27日（火）14：00～
参加者：12事業所 24名参加
内容：①令和２年度相談部会の取組について
②令和３年度相談部会取組計画について
③各事業所の取組状況について
◎第２回
開催日：10月26日（水）14：00～16：00(ZOOM)
参加者：10事業所 17名参加
内容：①北部圏域における相談支援専門員の現
状について
②圏域内相談支援事業所アンケートについて
③情報交換

圏域の情報共有及び自立支援連絡会議
 の方向性の確認

相談支援事業所（相談支援専門員）
圏域内の相談支援事業の状況は令和３
年６月現在16事業所中10件が一人相談
支援専門員という状況下にある。
※相談支援専門員の経験年数は過半数
が５年未満
        ↓
事業所内では相談支援専門員のフォ
ローが困難。

・相談支援専門員が委託相談等他の事
業所に気軽に相談できる仕組みづくり
が必要。
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１．北部圏域（北部福祉事務所）

部会
名等

取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

発達障害児者支援体制
整備

◎どの市町村においても、親（保護
者）支援の必要性があがっている。
保護者は、「生活」という、長く密度
の濃い時間を子供と過ごす。保護者が
子育てに困りながらも、「どう付き
合っていこうか」「何ができそうか」
と考えて行動できるように、支援者が
サポートできる仕組み（在り方）が求
められている。
○ 29 年度 大宜味村（子ども専門部
会）で、ペアレントプログラムを名護
療育医療センターとの協働で実施する
ことができ、その取組みを当部会で共
有。 （現在は実施なし）
○ 30 年度は国頭村がペアレントプログ
ラムを実施。 国頭村は継続して取り組
んでいる。

■ペアレント・プログラムの活用
・昨年度、ペアレントプログラムの実践報告会を実施し、
今年度、２自治体が実施に向け動き出した 。そこで、第 2
回の 北部圏域療育部会でペアプロを実施した自治体から取
組 報告してもらい 共有していきたい。

■北部圏域 発達障害児者支援研修会
今年度 計画で は 、 11 月に 研修実施予定をしていたが、
準備ができず未実施となった。

・ペアレント・プログラムについて、
各市町村で取組を参考にできるよう
に、好事例について各市町村とも共有
していきたい。
・世界自閉症啓発デー及び発達障害啓
発週間について、一般に広く自閉症等
に関する啓発を行う取組が北部圏域で
は少ないことから、各市町村協力のも
と啓発週間に合わせたイベント等が実
施できないか今後検討したい。

医療的ケアを必要とす
るご家族が利用できる
資源や制度について

・ 国も医療的ケア児が地域において必
要な支援を円滑に受けることができる
よう施策が進められている。
北部圏域内でも、医療機関を退院して
地域生活に移行する場合、又は地域生
活を継続する場合には、家族にきめ細
かな支援が求められ、多職種で援助し
ていくことが想定される。そこで、多
職種からご家族に資源や制度について
情報を届けていけるツールが必要と考
える。

■「ガイドブック作成委員会」
◎参加者：
名護療育医療センター（欠席 ）、名護市、北部保健所、
北部福祉事務所、うむさぱる
◎ 日時：令和 3 年 11 月 22 月
◎内容：
・令和4 年度版の ガイ ドブックについて、修正・追加箇
所、周知の方法等について確認していく
・令和3 年 6 月「医療 的ケア児支援法が成立」した事も踏
まえ、研修会の実施に向け検討中。
◎結果：
・サポートガイドの詳細版作成について、県療育教育部会
での作成していく予定があるかを確認し、県で進めていく
のであれば、それを活用していきたい。
・相談窓口情報・連絡先一覧の関係機関へ連絡先等名称に
変更がないかの確認を行い、令和4年版発行を目指す。

・医療的ケア児への支援について、複
数の自治体で支援が提供されている中
で、抱えている課題があると推測され
る。そ こで、自治体からの課題が圏域
で報告し、そして協議していく場が今
年度からない状況なので、 早急に準備
していくことが必要。

①北部圏域の福祉サー
ビス事業所の情報提供
のあり方検討

①ワムネットへの掲載促進や県ホーム
ページへ就労支援事業所リストを更新
するなどの方法で管内の事業所情を提
供する

①北部福祉事務所ホームページへ管内就労支援事業所の事
業所一覧を更新

①管内の就労移行支援事業の実態につ
いて把握する必要があるため、管内就
労移行支援事業所向けに、課題等を確
認するためアンケート調査予定

②就労支援事業所の連
絡会議の開催

②各事業所のスキルアップや連携構築
に有効で継続して取り組む必要がある

②9/2に開催（ZOOM）。県障害福祉課から障害福祉サービ
ス等報酬改定における改定内容やサービス管理責任者及び
児童発達支援管理責任者の法定研修の見直しや等について
説明いただいた。
また沖縄セルプセンター主催11/30「障害者工賃向上支援
事業職員研修会≫経営力・工賃向上セミナー」の案内

②今年度は新型コロナウィルス感染防
止のため、オンライン開催。来年度は
各事業所で情報交換が図れるようにグ
ループワークを取り入れるなどして、
優先調達推進法・工賃・就職・その他
課題等を共有していく

③就労支援事業所のス
キルアップに関するこ
と

③就労支援員のスキルアップを行う ③12/14に開催予定（ZOOM）
沖縄障害者職業センター瓜生主任から「精神障がいのある
方の理解と支援」について説明いただく予定

③就労支援事業所連絡会等で出された
課題に沿って研修会を企画する

④各市町村の就労に関
する取組み状況把握

④各市町村の就労支援の取組等現状や
状況等を県連絡会へ報告し共有する

④調査予定 ④各市町村へアンケートを依頼。
・就労支援部会の設置状況
・優先調達推進法の現状報告
・公的機関の障害者雇用状況と今後の
採用について

②
療
育
・
教
育
部
会

③
就
労
部
会
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１．北部圏域（北部福祉事務所）

部会
名等

取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

１ 地域生活支援拠点等
の体制整備について

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き
後」を見据え、居住支援のための機能
（相談、体験の機会・場、緊急時の受
入・対応、専門的人材、地域の体制づ
くり）を地域の実情に応じた創意工夫
により整備し、障がい児者の生活を地
域全体で支える地域づくりが求められ
ている。
地域生活支援拠点等の体制整備する上
で、市町村の自立支援協議会を活用し
様々な資源を結び付け、北部の地域性
を生かし、地域で障がい児者やそのご
家族が安心して生活をするための体制
整備について本会にて取組と課題を共
有することで北部圏域の促進を目指
す。

令和3年度第一回
住まい暮らし部会
令和3年6月21日（月）
9市町村へ確認事項
（ア）住まい暮らし分野の令和2年度取組内容及び令和3年
度重点取組事項
（イ）地域生活支援拠点等の体制整備について整備状況及
び取組内容について
（ウ）新型コロナ感染症対策に向けた対応状況について

１  緊急時を生まない日頃の関わり、支
援について
①ニーズの掘り起し
・高齢の親と同居する当事者世帯
・支援区分の申請による体験の準備
・生活支援拠点等の体制整備に関する
周知、広報
 住民向け／役所の多分野の課にも
「ひきこもり」や「生活困窮」が見受
けられる、懸念される世帯の介入支援
について障がい分野と連携できないか
周知が必要
②「いざという時の備え」について
もしも・・・
自宅に居る時に怪我をしたら？
発熱が続いたら？
具合が悪くなったら？
計画相談利用者の「サービス等利用計
画」に「いざという時の備え」につい
て、支援計画があるといいなぁ

２ 居宅介護、短期入
所、移動支援等のサー
ビス提供について情報
共有を図る

住まい暮らしに関する地域の受け皿に
ついて、課題を抽出、整理し、生活に
不安を抱える障がい児者、ご家族が故
郷や住み慣れた地域で住み続けるため
の手立てとなるよう努め、かつ北部の
市町村の福祉サービスの実施、提供の
状況について情報共有することで促進
を目指す。

居宅介護・短期入所に関するアンケートの実施
第一回北部圏域住まい暮らし部会にて共有
目的：地域生活支援拠点等の体制整備に伴う取組の中で
「住み続けられる」ための様々な受け皿が必要とされ、北
部家に帰での課題を整理し、必要な取り組みについて情報
共有する。

２緊急一時保護先の拡充
・市にサービスが集中している
・就労訓練事業はどの市町村にもある
・居宅介護サービスが利用できない地
域がある
・GHを利用する為にはサービスのある
市町村へ転居しなくてはならない

④
住
ま
い
・
地
域
支
援
部
会

３ 地域移行・地域定
着支援ワーキング

・地域移行に関る事業推進
①地域における医療と福祉の連携体制
整備

上記踏まえ資質向上を目指す。

行政機関・相談支援事業所・サービス
提供事業所、医療機関、他障害者の相
談に関わる方のスキルup

１ 地域移行・地域定着支援ワーキング コア会議
① 開催日：令和３年５月25日（火）11：00～
場 所：北部保健・福祉合同庁舎
参加者:委託相談 圏域AD、北部保健所
内 容：県より市町村へ事例報告の依頼ある等共有する。
② 開催日：令和３年９月22日(水)11：00～(ZOOM)
参加者:委託相談、圏域AD、北部保健所
内 容:地域移行・地域定着支援に関する協議の場、市町村1
事例の提出について
③ 開催日：令和３年10月26日(火)11：00～(ZOOM)
参加者：委託相談、圏域AD、北部保健所
内 容:地域移行・地域定着支援に関する協議の場、市町村事
例・取組の紹介、意見交換

２ 地域移行・地域定着支援ワーキング
開催日：令和３年11月25日(木)14：00～16：00(ZOOM)
参加者：名護市、本部町、今帰仁村、国頭村、大宜味村、
東村、伊江村、名桜大、訪問看護ステーションデュ－ン、
委託相談支援事業所、琉球病院、宮里病院、本部記念病
院、北部保健所
内  容:市町村より事例の報告、北部管内の在院者数につい
て、意見交換等

１市町村より事例報告
事例より課題を整理し
精神障害者にも対応した地域包括ケア
システムの構築のヒントづくり
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２．中部圏域（中部福祉事務所）

部会名 取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

○第２回相談支援従事
者等研修会

令和４年２月８日実施予定 委託相談員向け研修会 委託相談員の役割とは何か・基幹相談員の役割
とは何か・計画相談員の役割とは何か・・その
役割を明確にし、連携強化の在り方を学ぶ

○4部会合同研修「来
て！見て！みらい発
見！お仕事体験ウィー
ク」

11/2～11/6　中部圏域８市町村の協力
企業にて就労体験
（当事者とともに支援者、保護者も体
験する）

11/12　～国の施策から～わが街の雇用を考え雇
用をつくる！！にて体験会の振りかえりを行った

就労に関するアセスメント力やそのエンパワー
メントの視点について、引き続き就労部会とタ
イアップし、研修会を企画する中で、そのスキ
ルを学ぶ

○4部会合同研修「来
て！見て！みらい発
見！お仕事体験ウィー
ク」

就労を視野にいれた療育を考える ①11/2～11/6　中部圏域８市町村の協力企業に
て就労体験（当事者とともに支援者、保護者も体
験する）
②11/12　～国の施策から～わが街の雇用を考え
雇用をつくる！！にて体験会の振りかえりを行っ
た

①児童期から就労に向かって、その支援は始まって
いる。先ず家庭できる支援として、日頃から食器洗
いや掃除、洗濯といった家事全般をご本人の能力に
応じてその役割を持たせることが大事。しかしその
役割が過度な支援にならないよう注意する。
②学校や放課後等デイについては、ライフステージ
を見据えたその療育（教育）プログラムの充実が求
められている。（特に放課後等デイにおける中高校
生の個別支援計画書の在り方が問われている）

○中部圏域「教育と福
祉」連携推進連絡会の
開催

トライアングルプロジェクト
うるま市や沖縄市の好事例を紹介し、
圏域内での普及を図る

R3年12月15日　実施（137名聴講） 教育と福祉の連携について
福祉主催の研修に教育側が参加しやすいように教育
側の年間計画の中にその研修開催を記す（位置づけ
る）ことができないか検討する

医療的ケア児と家族の
育児・療育サポートガ
イドについて（アン
ケート調査）

R2年度作成したサポートガイドの配布
状況等を配布機関に対しアンケート

サポートガイドの内容を説明できる行政窓口が
あってこそのシートは活用される。また、行政
や相談員がその関連機関について、どれだけの
情報をもっているかによって、その活用の幅
（充実度）は変わってくる。それからすると
ファーストコンタクトを担うコーディネーター
の役割は大きい。

医療的ケア児コーディ
ネーター養成研修を受
講された職員の活動状
況の把握について（市
町村アンケート）

各市町村のコーディネーターの位置づ
け、活動状況を調査

沖縄市が先進地域である ○保健所（小児慢性）との連携の必要性。手続
きだけに留まるケースがあるので、地域へのつ
なぎも必要。
○医療・保健・福祉の連携が必要。つながりが
必要。
○保育所での医療的ケア児の受け入れ体制の未
整備。

中部圏域医療的ケア児
等コーディネーター連
絡会

R4養成受講者も含めた顔あわせ、つな
ぎづくり。市町村も一緒に役割をあら
ためて考える。好事例の紹介

R4年２月24日実施予定 多くの市町村において、医療的ケア児コーディ
ネーター養成研修の受講者同士が集まり、その
役割について話し合うことが行われていない。

②
療
育
・
教
育
部
会

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

①
相
談
部
会

○第１回相談支援従事
者等研修会

令和３年９月24日オンライン実施 ９０名参加
①自立支援協議会及び相談支援体制について
②ケアマネジメント手法の基本の在り方を再確認
③法定研修について
④障害福祉サービス等の実地検査と相談支援専門
員の質の向上を目指して

・一人事業所が多いので意図的に相談員同士の
顔がつながるような研修会を企画する
・多くの相談支援専門員がその仕事は「難し
く、厳しく、ハード」と話されている。なので
次年度は、その大変さの中にあるやりがいや楽
しさといったことに着目し、先輩相談員（現任
者）による実践報告会を実施し、少しでも負の
イメージが払拭できるようにする
・プランを作成する中で、フォーマルとイン
フォーマルのバランスを常に意識し、特にイン
フォーマル資源を活用する際、必要に応じて地
域自立支援協議会及び各種部会へ積極的に参画
できるようにする
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２．中部圏域（中部福祉事務所）

部会名 取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

○来て！見て！みらい
発見！お仕事体験
ウィーク

令和3年11月2日～6日に実施予定 ①中部圏域の企業（8市町村）で就業体験を通し
て、それぞれの企業の仕事内容をみて、体験し、
選択肢を広げ、働く意欲を高め、更にマッチング
と雇用促進を図る
②11/12　～国の施策から～わが街の雇用を考え
雇用をつくる！！にて体験会の振りかえりを行っ
た

一般就労へのステップアップの意識付け

○市町村の障がい福祉
課を巡回（情報交換会
を開催）オンラインに
て

各市町村との個別情報交換会の際に、
障害者福祉計画の中において,福祉から
一般就労の数値目標等、取組に関する
意見交換をおこなった。
又、圏域の就労部会・なかぽつセン
ター花灯も協力体制がある旨を伝え
た。

各市町村において、就労：雇用について話し合
いの場が設置されてない所は、そのテーブル作
りを働きかけ。➡就労部会

4部会合同研修「来
て！見て！みらい発
見！お仕事体験ウィー
ク」

①グループホームの１日を紹介
②グループホームから一人暮らしへ移
行した方を紹介

①11/2～11/6　中部圏域８市町村の協力企業に
て就労体験。在宅勤務の方や、グループホームか
ら一人暮らしへ移行して、就労している方を動画
撮影し、Youtubeで紹介
②11/12シンポジウム『～国の施策から～わが街
の雇用を考え雇用をつくる！！』にて体験会の振
りかえりを行った

経済的自立⇒就労⇒定着へつなげる

精神障がい者の地域移
行・定着支援に係る1
市町村１事例の取り組
み報告のサポートにつ
いて

1市町村１事例の取り組み報告について
どのようにサポートしていくかについ
て確認する。

①コーディネーターが圏域アドバイザーの市町村
巡回に同行し、その取り組みを確認する。コー
ディネーターは必要に応じてそのサポートに入
る。
②12月現在、中部圏域全市町村がその取り組みの
進捗について報告される。
③報告された内容を確認し、PSW協会主催の研修
会（多職種合同）において、読谷村の取り組みを
発表（紹介）する。

精神障がい者の地域移行については、既に話し
合うテーブルを設置し、先駆的に取り組んでい
る市町村とそうでない市町村があるので、引き
続き協議を重ね、そのサポート体制の構築がで
きればと考える。

③
就
労
部
会

④
住
ま
い
・
地
域
支
援
部
会
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３．南部圏域（南部福祉事務所）

部会名 取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

○5月より毎月第4木曜
日の午前中でZoomに
て、部会を実施。

○圏域研修を年に2回
（7月、R4年2月）実
施。

○各市町村の基幹相談
員や委託相談員が代表
となり委員で参加して
もらう。

○今年度の重点目標を
設定する。

②
療
育
・
教
育
部
会

医療的ケア児支援につ
いて

会議や研修をとおして、広く情報を発信し、関
係機関の連携構築を行う。

○南部地区障害者自立支援連絡会議 第１
回療育教育部会ZOOM会議
日時：令和３年７月21日（計１回）
内容：
部会メンバーと情報の共有

○「市町村における医療的ケア児の支援体
制整備について」ZOOM研修会の開催
日時：令和３年11月30日
参加者127名

関係機関との連携・情報共有を進めること。
コロナ禍での支援の方法の検討。

・新型コロナウィルス
感染症に関する事業所
への状況把握

・新型コロナウィルス感染症による影響をアン
ケートにて調査実施

・アンケート集計
・各市町村就労部会にてフィードバックと
状況把握・意見交換を実施。

・2021年2月15日にアンケート報告会と事業所
間情報交換会を実施予定

・南部圏域各市町村就
労部会への参加。部会
再開・立ち上げ支援

・市町村就労部会への参加、状況情報収集 ・各市町村への就労部会の参加。
・糸満市就労支援事業所サービス管理責任
者連絡会発足（11月26日）
・八重瀬町就労部会の再開（1月24日）

・就労部会が発足していない市町村へ立ち上げ
支援の継続
・部会の中で、2021年6月よりHACCP義務化
になった事で、飲食業務が困難となり、事業所
運営に大きく影響が出ている事業所が複数あ
り。

④
住
ま
い
・
地
域
支
援
部
会

住まい暮らし部会の再
編成

令和2年度はコロナ禍で部会活動がなく、部会
のあり方について見直しを実施した。これまで
も、部会における情報共有のあり方、課題抽出
における構成員の見直しも検討されていた。
（添付資料参照）
（目標）
・圏域情報共有とワーキング内容の確認
（内容）
・構成員の見直し
・各部会へ住まい部会長がオブザーバー参加
し、圏域の情報共有と課題把握
・ワーキング内容の確認
・年度計画と振り返りの実施

第1回：令和3年6月22日（火）
・令和2年度の各部会活動状況の共有
・新しい圏域住まい地域支援部会の運営方
法について
・年度計画について
・１市町村1事例の取り組みについて（周
知）

第2回：令和4年2月（実施予定）

第3回ワーキングの報告をまとめ、課題・提言
を提示する予定。

＊圏域他部会との情報共有と連携
＊保健所主催の連絡会議等との情報共有と連携

構成委員は各市町村の基幹や委託から相談員が
1～2人の参加で計13人。オブザーバーは6人で
各部会の部会長やコラボレーターや、がじゅ
まーるに参加してもらう。重点目標として、①
相談員のモチベーションアップ、相談員の人材
育成、定着。 ②市町村の課題の把握、圏域の
課題の把握、共有、改善に向けての取り組み。
③地域生活支援拠点等整備の取り組み。の3つ
に重きを置き意見交換と情報共有を行う。また
市町村の報告については、報告書を作成し、参
加出来ない時でも共有出来るようにしている。
7月14日に今年度、第1回目の研修会を実施。
内容は溝口アドバイザーより、相談支援専門員
の研修について。県障害福祉課 仲村氏より
相談支援体制の教科について県の取り組みや、
地域生活支援拠点、コロナウイルス感染症対策
についての報告。グループワークを実施。

〇市町村の状況報告では、各部会の動き、
協議内容を報告する事で、各市町村の動き
を共有する事が出来ている。また市町村に
おける1事例の取り組みについても進捗状
況を確認する事が出来た。また課題も共有
する事で圏域としての課題の把握が出来て
いる。

〇第1回の研修では93人が参加している。

〇グループホームが増えてきた事での課題。
・グループホームの職員が本来の支援をせずに
そのフォローを相談員が行っているケースが増
えている。
・区分を求める事業所が増えている。
⇒グループホーム職員（特に精神）に対しての
研修等の実施を県として行えないか。

〇コロナウイルス関連。
・医療的ケアのある対象者が罹患した時、もし
くは濃厚接触者になった時の受け入れ先が見つ
からない。
⇒圏域として、箱の準備と人材の派遣作りがで
きないか。またコロナウイルスに特化した部会
（ワーキング）等の設置。

〇離島支援について。
寄宿舎やグループホームのように支給決定が離
島の場合、連携が取りにくかったり、使える支
援が使えなかったりと差がある。
⇒市町村で格差がないように、圏域や県として
の仕組み作りが必要。

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

①
相
談
部
会

③
就
労
部
会

15



３．南部圏域（南部福祉事務所）

部会名 取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

地域移行・定着ワーキ
ング新設・実施

※詳細は添付資料を参照
（目標）
 ・事例を通して社会資源（ハード）と人材育
成（ソフト）の整理と開発・育成する。
（テーマ）
 ・2021年度（案）事例から資源が見える
 ・2022年度（案）新しい資源を提案する
 ・2023年度（案）人材育成する
（内容）
 ・事例の分析・整理（課題の整理、より良く
なる点）
 ・構成員の意見を引き出す（保健・医療・福
祉から応援できること）
 ・圏域づくりに必要なアイディアを考える

第1回：令和3年7月8日（木）
・好事例の検討
・関係機関の状況報告
第2回：令和3年10月12日（火）
・好事例の追加報告・検討
・関係機関の状況報告
・１市町村1事例報告状況（圏域市町村）
 
第3回：令和4年1月25日（火）
※開催予定
・好事例まとめ
・関係機関の状況報告
・１市町村1事例報告状況（圏域市町村）

第3回ワーキングの報告をまとめ、課題・提言
を提示し、部会に提出する予定。

＊圏域他部会との情報共有と連携
＊保健所主催の連絡会議等との情報共有と連携
＊市町村事例から課題整理し
 「精神障害者にも対応した
 地域包括ケアシステム」構築に
 向けてヒントなる好事例等情報
 提供する。

その他 部会員における圏域（各市町村）の地域移行・
定着支援体制整備のサポート
・圏域アドバイザーおよびコーディネーターの
サポート

・１市町村１事例まとめについて、圏域ア
ドバイザー・コーディネーターと共に部会
長・部会員がサポーターとして依頼のあっ
た市町村の部会に出席
＊出席した市町村：6市町村

＊今後も圏域内の全市町村に対して情報提供・
共有・連携を目指していく。

④
住
ま
い
・
地
域
支
援
部
会
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４．宮古圏域（宮古福祉事務所）

部会名 取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

①相談支援部会 構成員：宮古島市障がい福祉課、多良
間村住民福祉課、宮古島市社協、多良
間村社協、宮古保健所、ナカポツセン
ター、宮古病院地域連携室、市就労支
援部会長、市居住支援部会長

第１回5/24(月)、第２回２月予定
主な協議事項
・圏域、市村、社協等の情報共有
・精神障害者の地域移行の課題
・市町村における地域移行地域定着支援事例の提
出について

・地域や事業所における精神障害者への理解促
進
・地域での支援体制の構築

②宮古圏域相談支援従
事者等研修会

テーマ｢コロナ禍をどう乗り越えるか～
チームでのアプローチ方法を考えてみ
よう｣
講義「沖縄県障害者自立支援協議会及
び相談支援体制について」、「チーム
アプローチについて」
 相談支援従事者等の資質向上を図
り、相談支援体制の充実につなげる。

第１回11/9(火)
参加者…23名(Zoom)
講師 沖縄県障害福祉課 仲村美幸氏、北部圏域
ＡＤ 安村勤氏、中部圏域ＡＤ 津波古悟氏
 相談支援体制を学び、チームアプローチの重要
性を学んだ。

・圏域で中核を担う相談支援専門員の育成
・相談支援体制の構築
・相談支援専門員の定着

③サービス管理責任者
連絡会

 サービス管理責任者等が日頃の業務
の悩みを相談できる関係作りを目的と
して開催。情報交換テーマは、出席確
認時に参加者から募集。

第１回5/19(水) 参加者…３名
第２回8/18(水) 参加者…７名(Zoom)
第３回11/15(月) 参加者…12名(Zoom)
第４回２月予定
 事業所での悩みについて、各事業所の状況や対
応策等を出し合った。

・サービス管理責任者等同士の相談できる関係
作り

④精神障害をもつ家族
への支援研修会

 圏域での人材育成を目的として研修
会を開催
 身近な地域で精神障害者を支援する
体制の構築を目指し、圏域Coの育成を
図る。

11/27(土)
講師…PSW協会副会長 山城涼子氏、北部圏域AD
安村勤氏、各圏域Co等
参加者…21名（保健師、看護師、相談員、介護職
員、サビ管等）
 精神障害者の特性を理解し、事例検討を通し精
神障害を持つ家族への支援方法を学んだ。

・圏域Coの人材確保

ペアレント・プログラ
ムの実施、体制整備

【R2取組】
①ペアプロ研修（9～11月）【中止】
※新型コロナの影響により中止
②ペアプロ意見交換会（10/16）
・次年度の体制を確認。宮古島市と連
携し、保育所等へ呼びかけていく。
（市において３回分の講師報償費の予
算を確保）

【R3取組】
① ペアプロ普及ＷＧ
第１回4/16、第２回7/15
第３回２月予定
② ペアプロ研修(９月～11月)
新型コロナ感染症感染拡大のため、中止決定(９
月)。
参加申込者：保護者６名、支援者(保育士)５名

・市でのペアプロ実施
・地域の支援者(保育所)でペアプロを実施でき
る体制の整備

「新サポートノートえ
いぶる」の活用促進

【R2取組】
「新サポートノートえいぶる」研修会
【中止】
※がじゅま～るの発達障害研修プログ
ラムの配信動画を周知。

【R3取組】
①「新サポートノートえいぶる」研修会【予定】
講師：平岡禎之氏＆ワッシーナ氏
講師２：宮古特別支援学校教頭 比嘉展寿氏
実習講師：沖縄県発達障害者支援センター
日時：2月5日(土)13:30～17:00
定員：60名(予定)
② 教育事務所主催「えいぶるノート研修(7/6)」
の障害福祉サービス事業所への周知

・教育機関への研修会周知
・保護者の記入サポートの継続

研修会の実施、研修体
系の整理

① 発達障害圏域別研修(Web)
・発達障害啓発講演会（1/31）
講師：酒井 昭成氏
参加者：61名
②研修事業等の集約
・第2回療育・教育部会において、研修
のニーズ及び各機関の研修事業等を集
約。

① 「精神障害をもつ家族への支援研修会」
目的：子どもへの支援のための人材育成
講師：ＰＳＷ協会山城副会長等
参加者：21名(保健師、看護師、相談員、介護職
員、サビ管等)
② 「新サポートノートえいぶる」研修会(2/5)

・圏域の課題や実情を踏まえた発達障害圏域別
研修の実施
・各機関の研修事業集約、連携

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

①
相
談
部
会

②
療
育
・
教
育
部
会
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４．宮古圏域（宮古福祉事務所）

部会名 取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

その他 ① 医療ケア児のレスパイト
 宮古圏域に医ケア児の受入に対応したショー
トステイがない。
② 小児医療体制整備
発達系の診断のできる医療機関の確保。
療育支援事業に係る中部療育医療センター再委
託終了後の体制整備。
③ コロナの影響による療育支援への影響
 新型コロナ感染症拡大防止のため、中部療育
支援センター来島の中止や受入人数の削減等の
対策を取らざるを得ない状況がある。

○障害者雇用企業等情
報交換会
 （宮古島市就労支援部
会主催）

障害者雇用に取り組んでいる企業の実
践報告等により、企業の障害者雇用に
ついて理解促進を図る。・企業側の
ニーズと障害者の特性について互いに
理解を深め、一般就労への移行促進を
図る。

 新型コロナ感染症の影響により、今年度企業の
実践報告会の開催は中止。雇用助成金等の情報発
信を検討。

○企業向け「障害者雇
用セミナー」
  (障害者就業・生活支
援センター主催)

②企業、障害者支援機関に向け、各障
害特性や職業的課題および配慮点や、
雇用前、採用、職場定着に繋がるポイ
ント等を専門的な視点で学んでいただ
きかつ宮古島で多くの障害者の皆様が
企業による雇用環境や地域の支援環境
がさらに向上することを目的とする。

「発達障害（７月）」
沖縄県発達障がい者支援センターがじゅま～る
オンライン形式：参加者数33名
「精神障害（９月）」
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
沖縄障害者職業センター
オンライン形式：参加者数３４名
「高次脳機能障害（１１月）」
医療法人へいあん平安病院
オンライン及び会場開催（予定）
各界共通：ハローワーク宮古より助成金類の説
明、参加者による意見交換

○「就労支援事業所情
報紙」作成、発行（宮
古島市就労支援部会・
共同情報発信チーム）

各就労支援事業所の情報を冊子にまと
め、相談窓口や学校等へ配布。

○優先調達の推進、市
委託業務の改善検討（
〃 ・共同販売企画及び
優先調達チーム）

ナイスハートバザールとの連携
市委託業務の受注方法等の改善検討

○就労支援事業所の人
材育成（ 〃 ・人材育
成機会創成チーム）

人材育成の研修企画

○ 研修事例検討集の作
成（ 〃 ・事例検討作
りチーム）

事業所の困りごと・対応方法につい
て、事例集を作成し、共有する。

○障害者就労支援の場
の確保（多良間村）

実習の機会を提供しつつ、障害者等が
工賃をもらって働ける場・仕組みを検
討する。

多良間村地域自立支援協議会で検討を行う。 多良間村地域自立支援協議会において、村の課
題として共有し、対応策を検討する。

○障害者就労支援の場
の確保（多良間村）

実習の機会を提供しつつ、障害者等が
工賃をもらって働ける場・仕組みを検
討する。

多良間村地域自立支援協議会で検討を行う。 多良間村地域自立支援協議会において、村の課
題として共有し、対応策を検討する。

宮古島市の課題として、一般就労への新たな企
業の参加促進があることから、ハローワークや
障害者就労・生活支援センターと連携し、企業
に対して障害者雇用の啓発活動を通じて柔軟な
働き方への理解促進を図っていく。
 既に雇用受入している企業については、企業
内で障害者に対する理解を更に深めてもらいサ
ポート体制の強化を目的に障害特性のセミナー
を継続して開催していく。
また、就労準備性の向上支援の質の向上と、企
業へ送り出す準備意識を高めるため支援機関に
もセミナーへの参加呼びかけ、企業就労につい
て連携を図る。
 多良間村においては、企業数が少ないうえに
福祉的就労の場がないことから、一般就労やア
ルバイト等の中で、福祉的視点から各々の特性
に合った支援をしていく。

①～④令和3年10月1日第1回宮古島市就労支援部
会開催。今後の取り組みを検討。

宮古島市の課題として、就労継続支援Ｂ型事業
所の工賃の向上や、共同受注化、経営力強化な
どＡ型も含めた福祉的就労の底上げを図る必要
がある。市内の就労支援事業所、市障がい者自
立支援協議会と連携し課題の解決に向け取り組
む。

③
就
労
部
会

18



４．宮古圏域（宮古福祉事務所）

部会名 取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

〈宮古島市居住支援部
会〉
第１回6/24(木)、
第２回9/9(木)
①大家さんへ障がいの
理解を広げる説明会
（普及啓発）

 大家さん向けの説明会を開催する。
障害の特性や一人暮らしの障害者の事
例などを説明し、前向きに協力してく
れる大家さんを増やす。

 宮古島市居住支援部会で説明会資料を作成した
が、緊急事態宣言の延長に伴い、説明会が開催で
きなかった。来年の開催を目指す。

（協議予定）
・大家さんへの普及啓発
・夜間、休日の相談体制
・キーパーソン調整
（協議が難しい課題）
・居住サポート事業を委託できる保証会社が無
い
・市内民間住宅の家賃高騰
・宮古島市内にはあんしん賃貸住宅がない

②宮古島市内の相談支
援事業所へアンケート

 時間外対応の有無や実施体制につい
て、各相談支援事業所がどの様な体制
で時間外の相談対応を行っているの
か、時間外の相談はどんな内容なの
か、集計結果を居住支援部会や自立支
援協議会で共有し、時間外の相談対応
の課題や相談員の負担軽減に繋がる方
法がないか等を検討したい。

今年度アンケート実施中（11月～12月） ・大家さんへの説明のため、相談支援事業所の
夜間休日の相談体制、対応状況を確認する必要
がある。

〈退院促進連絡会議〉
(精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム
構築のための協議の場)
※保健所主催

退院促進連絡会議を地域包括ケアシス
テム構築のための協議の場とする。

新型コロナの影響により今年度未開催

〈精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステ
ム事務局会議〉

令和３年度より事務局会議を福祉事務
所が事務局を担う。
参加者…圏域AD、宮古保健所、市障が
い福祉課、宮古福祉事務所

第１回中止(4/27予定)
コロナの影響により保健所が参加できないことか
ら中止。

今年中に会議を開催できるように検討し、協議
体制を確認する必要がある。

〈宮古圏域相談支援部
会〉
第１回5/24(月)
第２回２月予定

・地域包括ケアの概要説明
・構成員に社協CSWを含め、地域相談
支援体制や課題について共有

精神障害者の地域移行、介護保険移行に課題につ
いて、情報共有及び検討を行った。

・高齢障害者の介護保険移行でのひっかかり
・地域の狭さによる精神障害者の受入に難色が
ある。
⇒地域性の高い自治体の理解を得るには、繰り
返しの説明が必要。

④
住
ま
い
・
地
域
支
援
部
会
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５．八重山圏域（八重山福祉事務所）

部会名 取組内容 取組の内容説明 取組実績 今後の課題及び提案事項

2 八重山圏域障害者自立支援連絡会議（7/19）
・全体会で構成員に対して相談支援体制の課題と
次年度の相談部会設立について報告。

3 他圏域研修等への参加
(1) 北部圏域相談部会(9/23）
(2)中部圏域相談支援従事者等研修会（9/24）
(3)宮古圏域相談支援従事者等研修会（11/9）

※ 八重山圏域相談支援事業所等連絡会
相談支援専門員を主体とした話し合いの場となる
よう運営方針を見直し。

１ 人材育成のための研
修開催

・圏域内、特に離島における支援者確
保が課題となっているため、療育・教
育部会として人材育成を目的とした研
修・講座を企画、開催する。

離島を中心に支援が必要な児童の実態把握と支援者
の育成が必要。

２ 圏域の実態把握 ・石垣市が平成26年度に実施した学校
向けアンケートを参考に、圏域で問題
を抱えた児童生徒の把握を目的とした
アンケート調査について検討する。
（調査は次年度を想定）

３ その他
医療的ケア児の支援

・レスパイト施設の設置に向けて医療
機関も交えた協議の場としてＷＧの設
置を検討。

2 圏域の相談支援部会の立ち上げ
・上記課題について協議し取り組む場として、
令和４年度に圏域の自立支援連絡会議の下に相
談支援部会を設置する。
・市自立支援協議会や事業所等連絡会との役割
分担について整理するとともに、圏域の相談支
援専門員の理解を得る必要がある。

１ コア会議
日時：令和３年７月26日（月）
場所：八重山福祉事務所
内容：圏域研修の内容調整
２ 研修会「発達が気になる子ども達の支援Ｑ＆
Ａ」
日時：令和３年８月14日（土）14：00～15：30
（ZOOMによるオンライン開催）
内容：
(1)「支援のための５つの原則」(20分)
講師：ファーストハンドコミュニケーション 矢
崎真一
(2)Ｑ＆Ａ質問コーナー（60分）
回答者：ファーストハンドコミュニケーション
矢崎真一、ぴっころ 落合晴子、
ゆにばいしがき 西垣美津子、沖縄県発達障がい
者支援センター 大城勇輝
参加：事前申込55名（保育所、幼稚園、こども
園、小学校、放課後等児童クラブ、児童発達支援
事業所、放課後等デイサービス事業所、行政機関
職員等）
※２月に第２回研修を予定
３ 第１回部会
日時：令和３年11月15日（月）
場所：八重山福祉事務所
内容：各機関の取組報告／離島支援と圏域ネット
ワークの必要性／発達支援システムのアンケート
の検討／発達支援者向け研修の報告・次回の検討
4 部会等スケジュール
・コア会議   ７月26日（月）
・第１回部会11月15日（月）
・第２回 ２月21日（月）

令和３年度 各圏域自立支援連絡会議の取組報告

①
相
談
部
会

1 相談部会立ち上げに向けた準備
(1)拡大準備会
・5/14、7/19、9/14、11/19、1/27（予定）
・各圏域アドバイザーと八重山の相談支援専門員
等による現状確認、意見交換、進捗確認。
・石垣市担当課との意見交換。
(2)準備会
・4/23、6/16、10/13
・福祉事務所と相談支援専門員による課題共有、
拡大準備会に向けた内容検討。

1 相談支援専門員の負担軽減と人材育成
・相談支援専門員の減少と負担増加の対策が喫
緊の課題である。
・本圏域はアドバイザーが不在のため、引き続
き他圏域アドバイザー等の助力を得ながら、事
業所や市町と連携し、現任の相談支援専門員の
負担軽減と新規人材の確保・育成に向けて取り
組む必要がある。

②
療
育
・
教
育
部
会

八重山圏域の相談支援
体制の改善に向けた協
議と取り組みの場の設
置

八重山圏域では、過去14カ所あった相
談支援事業所が８カ所（令和３年11月
現在）に減少しており、相談支援専門
員の過重な負担が大きな課題となって
いる。

相談支援専門員の負担軽減と人材育成
について検討し取り組む場として、令
和４年度に圏域の自立支援連絡会議の
下に相談支援部会を設置する。
今年度は他圏域のアドバイザーや圏域
の相談支援専門員、関係機関と連携し
て、課題整理と部会設置に向けた準備
を進める。
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